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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成30年5月17日(2018.5.17)

【公開番号】特開2016-6488(P2016-6488A)
【公開日】平成28年1月14日(2016.1.14)
【年通号数】公開・登録公報2016-003
【出願番号】特願2015-76665(P2015-76665)
【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｇ  15/20     (2006.01)
   Ｇ０３Ｇ  21/00     (2006.01)
   Ｂ４１Ｊ  29/38     (2006.01)
   Ｂ４１Ｊ  29/00     (2006.01)
   Ｂ４１Ｊ  29/46     (2006.01)
   Ｂ４１Ｊ  29/42     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   1/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｇ   15/20     ５０５　
   Ｇ０３Ｇ   21/00     ３９０　
   Ｇ０３Ｇ   21/00     ３８６　
   Ｂ４１Ｊ   29/38     　　　Ｚ
   Ｂ４１Ｊ   29/00     　　　Ｅ
   Ｂ４１Ｊ   29/46     　　　Ｚ
   Ｂ４１Ｊ   29/42     　　　Ｆ
   Ｈ０４Ｎ    1/00     １０８Ｍ

【手続補正書】
【提出日】平成30年3月29日(2018.3.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像形成装置に着脱可能な定着器であって、
　記録材上のトナー像を熱及び圧力により定着するためのニップ部を形成する一対の回転
体と、
　前記定着器の用途を制限すべく記録材の幅サイズに対応する情報を外部端末から受信可
能な受信部と、
　前記受信部が受信した前記情報を記憶する記憶部と、
を有し、
　前記受信部は、前記定着器が前記画像形成装置に装着されていないときに前記情報を前
記外部端末から受信可能であることを特徴とする定着器。
【請求項２】
　前記受信部と前記記憶部を駆動するための電気エネルギーを蓄える蓄電部を有すること
を特徴とする請求項１に記載の定着器。
【請求項３】
　前記受信部は前記外部端末から前記情報を無線受信可能であることを特徴とする請求項
１または２に記載の定着器。
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【請求項４】
　前記画像形成装置は操作部を有し、前記定着器が前記画像形成装置に装着されていると
き、前記記憶部は前記操作部を通じて指定された記録材の幅サイズに対応する情報を記憶
可能であることを特徴とする請求項１乃至３の何れか一項に記載の定着器。
【請求項５】
　前記外部端末は携帯端末であることを特徴とする請求項１乃至４の何れか一項に記載の
定着器。
【請求項６】
　前記定着器は、前記記憶部に記憶されている前記情報の示す幅サイズと同じ幅サイズの
記録材への定着処理を実行し、前記記憶部に記憶されている前記情報が示す幅サイズより
小さい幅サイズの記録材への定着処理を実行しないことを特徴とする請求項１乃至５の何
れか一項に記載の定着器。
【請求項７】
　記録材にトナー像を形成する画像形成器と、
　装着部と、
　前記装着部に着脱可能に装着され、前記画像形成器により形成されたトナー像を記録材
に定着する定着器であって、記録材の幅サイズに対応する情報を外部端末から受信可能な
受信部と、前記受信部が受信した前記情報を記憶する記憶部と、を有する定着器と、
　を有し、
　前記受信部は、前記定着器が前記装着部に装着されていないときに前記情報を前記外部
端末から受信可能であることを特徴とする画像形成装置。
【請求項８】
　操作部を有し、
　前記記憶部は、前記定着器が前記定着器による定着処理が実行可能な位置で前記装着部
に装着されているとき、前記操作部を通じて指定された記録材の幅サイズに対応する情報
を記憶可能であることを特徴とする請求項７に記載の画像形成装置。
【請求項９】
　前記記憶部に記憶された前記情報を読み出す読み出し部と、
　画像形成すべき記録材の幅サイズに対応する情報を取得する取得部と、
　前記読み出し部により読み出された前記情報と前記取得部により取得された前記情報に
基づいて画像形成動作を禁止するか否かを制御する制御部と、
を有することを特徴とする請求項７又は８の何れか一項に記載の画像形成装置。
【請求項１０】
　前記制御部は、前記取得部により取得された記録材の幅サイズが前記読み出し部により
読み出された記録材の幅サイズよりも小さい場合、画像形成動作を禁止することを特徴と
する請求項９に記載の画像形成装置。
【請求項１１】
　表示部を有し、
　前記制御部は、前記取得部により取得された記録材の幅サイズが前記読み出し部により
読み出された記録材の幅サイズよりも小さい場合、前記定着器の交換を促すメッセージを
前記表示部に表示させることを特徴とする請求項９または１０の何れか一項に記載の画像
形成装置。
【請求項１２】
　前記制御部は、前記取得部により取得された記録材の幅サイズが前記読み出し部により
読み出された記録材の幅サイズよりも小さい場合、前記取得部により取得された記録材の
幅サイズと一致する記録材の幅サイズに対応する情報を記憶する記憶部を備えた定着器へ
の交換を促すメッセージを前記表示部に表示させることを特徴とする請求項１１に記載の
画像形成装置。
【請求項１３】
　表示部を有し、
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　前記制御部は、前記取得部により取得された記録材の幅サイズが前記読み出し部により
読み出された記録材の幅サイズよりも大きい場合、画像形成動作を許可すべきか否かの選
択を促すように前記表示部を制御することを特徴とする請求項９乃至１２の何れか一項に
記載の画像形成装置。
【請求項１４】
　前記制御部は、前記取得部により取得された記録材の幅サイズが前記読み出し部により
読み出された記録材の幅サイズよりも大きい場合、画像形成動作を許可させるためのキー
と、画像形成動作を許可させないためのキーと、を前記表示部に表示させることを特徴と
する請求項１３に記載の画像形成装置。
【請求項１５】
　前記制御部は、前記取得部により取得された記録材の幅サイズが前記読み出し部により
読みだされた記録材の幅サイズと同じ場合、画像形成動作を実行することを特徴とする請
求項９乃至１４の何れか一項に記載の画像形成装置。
【請求項１６】
　前記記憶部に記憶された前記情報を読み出す読み出し部と、
　画像形成すべき記録材の幅サイズを複数の選択肢の中から選択させるための表示が行わ
れるよう表示部を制御する制御部と、を有し、
　前記制御部は、前記読み出し部により読み出された記録材の幅サイズよりも小さい幅サ
イズの記録材の選択を不可にすることを特徴とする請求項７又は８の何れか一項に記載の
画像形成装置。
【請求項１７】
　前記定着器は、前記受信部と前記記憶部を駆動するための電気エネルギーを蓄える蓄電
部を有することを特徴とする請求項７乃至１６の何れか一項に記載の画像形成装置。
【請求項１８】
　前記受信部は前記外部端末から前記情報を無線受信可能であることを特徴とする請求項
７乃至１６の何れか一項に記載の画像形成装置。
【請求項１９】
　前記外部端末は携帯端末であることを特徴とする請求項７乃至１８の何れか一項に記載
の画像形成装置。
【請求項２０】
　前記定着器は、記録材に形成されたトナー像を熱及び圧力により定着するためのニップ
部を形成する一対の回転体を有することを特徴とする請求項７乃至１９の何れか一項に記
載の画像形成装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　上記の目的を達成するための本発明に係る定着器の代表的な構成は、
　画像形成装置に着脱可能な定着器であって、
　記録材上のトナー像を熱及び圧力により定着するためのニップ部を形成する一対の回転
体と、
　前記定着器の用途を制限すべく記録材の幅サイズに対応する情報を外部端末から受信可
能な受信部と、
　前記受信部が受信した前記情報を記憶する記憶部と、
を有し、
　前記受信部は、前記定着器が前記画像形成装置に装着されていないときに前記情報を前
記外部端末から受信可能であることを特徴とする。
【手続補正３】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　また、上記の目的を達成するための本発明に係る画像形成装置の代表的な構成は
　記録材にトナー像を形成する画像形成器と、
　装着部と、
　前記装着部に着脱可能に装着され、前記画像形成器により形成されたトナー像を記録材
に定着する定着器であって、記録材の幅サイズに対応する情報を外部端末から受信可能な
受信部と、前記受信部が受信した前記情報を記憶する記憶部と、を有する定着器と、
　を有し、
　前記受信部は、前記定着器が前記装着部に装着されていないときに前記情報を前記外部
端末から受信可能であることを特徴とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　本発明によれば、前記の課題を解決することができる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７３】
　即ち、操作部７０１の表示部７０１Ａには画面選択操作により図７のように用紙幅サイ
ズ設定画面を表示（画像形成すべき用紙の幅サイズを複数の選択肢の中から選択させるた
めの表示）できるように制御部により制御されている。そして、この画面を用いて、操作
部７０１から装置本体１Ａの装着部５０に装着されている定着器１００のメモリ１１７の
サイズ記憶領域７０３に対して専用幅サイズを設定する若しくは設定変更することが可能
になっている。
　つまり、操作部７０１を有し、メモリ１１７は、定着器１００が定着器１００による定
着処理が実行可能な位置で装着部５０に装着されているとき、操作部７０１を通じて指定
された用紙の幅サイズに対応する情報を記憶可能である。
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